
川 崎 市 体 験 保 育 「 親 子 で ラ ン チ 」 事 業 実 施 要 領  

 

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 川 崎 市 公 立 保 育 所 に お け る 様 々 な 保 育 サ ー ビ ス の 一

環 と し て 、 市 民 が 子 育 て に ゆ と り と 自 信 を 持 て る よ う 、 地 域 の 親 子 を 対

象 に 保 育 園 児 と 一 緒 に 保 育 カ リ キ ュ ラ ム に 基 づ い た 生 活 や 遊 び ・ 食 事 な

ど の 体 験 保 育 を 実 施 し 、 地 域 に 開 か れ た 保 育 所 と し て の 充 実 を 図 り 、 子

育 て 家 庭 へ の 支 援 を 推 進 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  親 子 で ラ ン チ と は 、 地 域 の 親 子 が 保 育 カ リ キ ュ ラ ム に 基 づ い た  

 生 活 や 遊 び ・ 給 食 を 保 育 園 児 と 共 に す る 事 で 、 生 活 の 流 れ や 乳 幼 児 の 育

ち を 理 解 し 、 成 長 ・ 発 達 に 合 わ せ た 食 事 の 形 態 や 食 べ さ せ 方 を 学 ぶ 保 育

体 験 の こ と を い う 。  

 

（ 実 施 回 数 ）  

第 ３ 条  各 園 に お け る 実 施 は 、 毎 月 ２ 回 と す る 。（ ４ 月 及 び ８ 月 を 除 く ）  

２  前 項 の 規 定 以 外 に 、 区 保 育 ・ 子 育 て 総 合 支 援 セ ン タ ー 長 又 は 区 保 育 総

合 支 援 担 当 課 長 が 必 要 と 認 め る 家 庭 に お い て は 、 別 日 を 設 け る 。 回 数 に

つ い て は 特 に 規 定 を 設 定 し な い 。  

   

（ 対 象 者 ）  

第 ４ 条  原 則 と し て 市 内 在 住 の 離 乳 食 を 開 始 し た 子 ど も か ら 、 未 就 学 の 子

ど も と そ の 保 護 者 と す る 。  

２  各 園 １ 日 ２ 組 を 上 限 と し 、 新 規 利 用 者 を 優 先 と す る 。  

  

（ 申 込 方 法 等 ）  

第 ５ 条  親 子 で ラ ン チ を 希 望 す る 保 護 者 は 、 事 前 に 実 施 園 の あ る 区 の 申 込

専 用 フ ォ ー ム 又 は 保 育 ・ 子 育 て 総 合 支 援 セ ン タ ー 、 区 保 育 総 合 支 援 担 当

に 電 話 等 に て 申 込 み を 行 う 。  

２  参 加 す る 保 護 者 は 体 験 前 に 、 川 崎 市 体 験 保 育 「 親 子 で ラ ン チ 」 申 込 書

(第 １ 号 様 式 )を 区 保 育 ・ 子 育 て 総 合 支 援 セ ン タ ー 長 、 又 は 運 営 管 理 ・ 子

育 て 支 援 担 当 課 長 あ て 提 出 す る も の と す る 。   



 

（ 費 用 の 負 担 及 び 支 払 い ）   

第 ６ 条  保 護 者 が 負 担 す る 額 は 、 賄 材 料 費 の 実 費 と し て 一 人 当 た り ２ ５ ０

円 と す る 。  

２  保 護 者 は 体 験 日 当 日 の 受 付 時 に 前 項 に 定 め る 額 を 現 金 で 支 払 う も の と

す る 。  

３  前 項 に 支 払 い が あ っ た 時 は 、 領 収 書 を 発 行 し 保 護 者 に 渡 す も の と す る

。  

 

(そ の 他 ) 

第 ７ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 に つ い て は 、 区 保 育 ・

子 育 て 総 合 支 援 セ ン タ ー 長 ま た は 区 保 育 総 合 支 援 担 当 課 長 が 別 に 定 め る

も の と す る 。  

 

 

附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ５ 年 ６ 月 ２ ６ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


